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平成１８年５月９日（火）

記 者 発 表 資 料

文部科学省と厚生労働省の放課後対策事業の連携
－「放課後子どもプラン （仮称）の創設－」

事業連携の基本的な方向性

○各市町村において、教育委員会が主導して、福祉部局との連携の下に、

「 」（ ） 「 」地域子ども教室推進事業 文部科学省 と 放課後児童健全育成事業

（ ） 「 」厚生労働省 を一体的あるいは連携して実施する 放課後子どもプラン

（仮称）を創設する。

○教育委員会が主導することにより、学校が従来より積極的に関わることが

期待される。

○各市町村では、校長又は教頭がメンバーとして参画する同プランの事業

運営組織を設ける。

○同プランはできる限り、小学校内で実施することとする。

当面、児童館や公民館等、小学校以外で実施する場合も認めるが、将来的

には小学校内での実施に努めることとする。

○同プランは、福祉部局職員、教職を目指す大学生、退職教員、地域の

ボランティア等を活用することとする。また、これらの者と学校の教職員

間での情報交換等、十分な連携に配慮するものとする。

今後の進め方

○具体的な連携方策、予算措置、推進体制等については、平成１９年度概算

要求時までに両省間において検討する。


